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北海道では、飼料作物の作付け面積や単収は依然として停滞しているが、経産牛１頭当たりの乳量は現在

も増加を続けている。乳牛改良もさることながら、安い輸入穀物飼料を多給しているからであろう。

特に最近は、生乳生産１,０００トン以上の酪農家が戸数で４㌫、生産量で１６㌫を占めるに至っており、

メガファ－ムともいわれる超大型農場が続々と誕生している。

このように経営が大型化すればするほど、効率化の観点からますます穀物飼料依存度を高めていくのは必

然であろう。

経営規模を大きくすればするほど、乳牛頭数を増やせば増やすほど飼料の自給率は低下するという矛盾に

遭遇することになる。

しかし、急激な多頭化の進展に伴って、草地や飼料畑が利用・吸収できる以上に大量の糞尿がもたらされ、

環境汚染の大きな原因になっている。

また、先に発生した口蹄疫やBSEは輸入飼料が原因でないかともいわれており、「食の安全・安心」に対

する国民の信頼を揺るがすとともに、濃厚飼料多給型畜産の現状に警鐘を鳴らす大事件となった。

このような情勢の中で、最近自然と共生し、経営と生活にゆとりを求める集約的な放牧酪農の取り組みが

注目されてきている。

もともと北海道では草資源に恵まれており、６割程度の酪農家は何らかの形で放牧を実施しているが、昼

夜放牧など放牧主体の経営となると、従来はかなり限定されていた。

しかし、最近では、過重な労働からの解放、飼料購入費の低減、健康な牛づくりなどの面で具体的な成果

が認められるようになり、新たな放牧酪農に取り組み、成功している事例がみられるようになってきた。

このような放牧主体の酪農は、立地条件などいろいろな制約はあるにしても、今後ある程度の広がりを持

って普及していくのではないかと思われる。

メガファ－ムと放牧酪農、この対極に位置する両タイプの経営が台頭する中で、飼料自給率は依然として

低迷を続けており、飼料増産運動もいまだ思うような成果を挙げるに至っていないのが現実である。

しかし、アンケ－トの結果などをみると、北海道の酪農家は放牧や自給飼料の活用意欲がかなり高いよう

である。

BSEが契機となって、消費者グル－プから道内酪農の飼料完全自給を求める動きも出てきた。

研究者や有識者の中からも、「輸入飼料依存型の生産方式から脱却し、土地利用型循環型の生産方式に回

帰すべきである。」と主張する声が多く聞かれるようになってきた。

これらの動きを現実のパワ－として、飼料自給率向上の起爆剤とする妙案はなにかないものだろうか。
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１．はじめに

自給飼料増産の必要性と多様なニーズに応える

形で、北海道をはじめとして各地でコントラクタ

ーの立ち上げが続いている。今後とも畜産農家の

労働軽減のためにも分業化、外部化を推進しなく

てはならず、コントラクターへのニーズは高まる

であろう。しかし、肝心のコントラクターそのも

のの経営問題という課題もある。畜産経営は労力

的に楽になりトータルの収支が改善しても、コン

トラクターの持続可能性がないのでは先の展望は

見えてこない。本稿では、飼料作コントラクター

を基本としながら、複合部門の事業展開や組織見

直しを図っている3つの事例を踏まえた上で、今後

のコントラクターの展開方向について検討してみ

たい。

２．コントラクターの作業実績と複合
部門との有機的連携

平成5年度から13年度までにコントラクターの数

は47から200まで増加し、利用戸数は3,380戸から

16,313戸に、収穫延べ面積も12,682ｈａから67,341

ｈａへとそれぞれ約5倍に増加している。

ところで、コントラクターの業務を飼料作に限

定すると季節的な繁閑が存在し、労働力、機械の

周年稼働が問題となってくるために、複合部門へ

の参入が進んできており、実際に飼料作のみのコ

ントラクター業務に限定しているところは４２．

４％となっている。逆に飼料作コントラクター収

入が５０％未満の組織は３０．６％で、公社、有

限会社ではそれぞれ８７．５％、１４組織６０．

９％と飼料作受託以外のウエイトが高くなってい

る。これは公社が地域振興上多様な部門への進出

を余儀なくされるという側面を持ち、有限会社は、

農家主体の営農集団と異なり組織、労働力ともに

規模が大きく、年間平準化した作業の確保が必要

となるからである。

13年度における全国ベースの作業受託面積の内

訳をみると、全受託面積の54％を飼料収穫作業が

占めており、次いで堆肥散布事業（17.8％）、飼料

生産関連事業（13.5％）となっている。つまり、

飼料作コントラクターといっても、単に飼料生産

だけでなく、すでに堆肥散布関係、草地更新・除

草剤散布などの飼料生産関連事業など幅広い事業

に参入していることがわかる。そして、この点は

地域的にみると一層特徴がみられる。まず、北海

道では飼料収穫作業（55.7％）に次いで、堆肥散

布等作業（20.2％）が極めて高いことが特筆され

る。これに飼料生産関連作業を加えると約90％を

占める。ところが、沖縄では飼料収穫作業が

89.5％、東海では耕種作業等（水稲、大豆、麦な

どの播種、収穫作業）が74.5％と極めて特徴的な

作業請負をしていることがわかる。これらの作業

受託内容は地域の畜産、耕種部門の展開状況を反

映した形になっていると思われ、今後も地域のニ

ーズを踏まえた展開が望まれる。

このように、コントラクターは実際に多様な部

門への進出をしているが、サービス事業体として
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の複合部門の導入によって、単に労働力を周年業

務できる体制の確立を目指すだけでなく、更なる

メリットを追求することが重要である。具体的に

は、大型トラクターを所有して、その操業度を高

める意味から土地利用型耕種部門の作業受託も１

つの方向で、東海地域はその典型例である。また、

畜産経営を包括的に支援・補完するという観点か

らは、糞尿処理、堆肥散布部門もその一部門とな

りえる。

以下では、露地野菜部門を取り入れている有限

会社の事例、農協直営のコントラクターという制

約から脱皮したＢ法人の事例、町が主体となった

堆肥センターの散布業務にＣ農協の支援センター

が参入した事例を取り上げて、今後のコントラク

ターの課題と展開方向の示唆を得たい。いずれも、

代表的畜産地帯である宮崎県の事例であることを

記しておきたい。

３．サービス事業体による作業受託の
意義と課題　－Ａ有限会社－

１）組織と事業内容の特徴

Ａ有限会社は、昭和58年から土地基盤の整備や

道路整備などの請け負い作業をおこなっており、

翌年からトラクタ－の有効利用対策として牧草、

稲ワラの梱包作業、60年にコーンハーベスタを導

入してとうもろこし収穫に乗り出している。飼料

作受託を経営の柱としたのは、近隣の数戸の酪農

家からロールラップ体系の導入を要請されて収穫

作業を開始したことに始まる。

現在は、社長他、８名の男子オペレータと３名の

女子事務員、臨時オペレータ３名、パート事務員７

名の社員構成である。平成13年度の飼料生産関係の

作業は、収穫作業425㌶(128戸、町内の酪農家、繁殖

農家)、耕起等作業21㌶(31戸)、堆肥調整、散布作業

206㌶(103戸うち畜産農家50戸)であり、飼料作以外

に耕種作物の耕起等の受託を行っている。

飼料作の受託だけでは、ほとんど収支ぎりぎり

か、採算が合わないのが現状である。また、飼料

作受託部門のみで損益分岐点を超えた面積をカバ

ーしていても上述の職員を雇用したうえでサービ

ス事業体として成立するわけではないが、複数の

オペレータの組作業として計画的に機械作業を行

っているので、効率的な作業体系がとられている。

Ａ有限会社では、経営全体として黒字経営の成

果を出すために、飼料生産受託の持つ制約である

作業の周年性を確保するために取り入れた露地野

菜部門（加工用馬鈴薯、ニンジンの借地生産）が

総売上げの約６割を占めており、他にも土木作業、

荒廃地の簡易造成など複合部門を取り入れている。

とりわけ、露地野菜部門は、農地有効利用と冬季

の作業確保＝収入確保という面から貴重な部門と

位置づけられている。北海道のコントラクターは

冬季の収入がほぼ見込めないため、九州のコント

ラクターは比較優位にあるといえる。

２）飼料作部門の更なる改善

現在の飼料作受託の効率をさらに上げるために

は、次のような対策が必要であろう。まず第1に、

現在ほとんど部分受託されているものを播種から

サイロ詰めまでの全面作業受託へ、さらに経営受

託へ展開することである。計画的作業が可能とな

り、さらに受託面積を広げてスケールメリットを

出すことができる。第二に、農作業を集団的に請

け負うことができれば一層のコストダウンが可能

となる。当該町内では、平成13年に農用地利用調

整を行う組織として第３セクターの農業公社が設

立されており、実際にこの公社がどのような調

整・仲介機能を果たすかが重要になる。第3に、飼

料供給事業体として一層の展開を図るために、Ｔ

ＭＲセンターを作ることを視野に入れている。10

年くらい前から飼料受託面積は安定期に入ってお

り、単に受託面積を拡大する時期から次の戦略に

向かう時期に来ている。これについては、北海道

で既にコントラクターの機能とＴＭＲセンター機

能の統合が進んでおり、参考にすべきである。



４．Ｂ農協出資による農業生産法人　

１）農協直営コントラクター事業の課題と限界

Ｂ農協では、古くからＪＡ管内の10支所に農作

業受託を行う農産センターが配置されており、育

苗施設（水稲・野菜育苗）、乾燥調製施設（籾・麦

乾燥調製）、大型農業機械部門（大型トラクターを

利用する畑作・飼料作部門）の３部門の作業を請

け負っていた。

飼料作受託面積は増加傾向にあったが、10セン

ターごとの受託実績のバラツキが顕在化したにも

かかわらず、オペレータが支所単位の農産センタ

ーを越えて受託作業に出役できないという制約が

あって労働、機械利用効率を低位にしていた。ま

た、オペレータ人員配置と機械装備の関係からロ

ール体系を導入できないという問題点を抱えてい

た。さらに、農産センター全体の赤字対策として

のオペレータの人員削減を余儀なくされたこと、

オペレータが職員定期異動によりプロ集団になれ

ないという、いわゆる農協直営事業としての限界

が明らかとなってきた。

そこで、基本的に農産センターをＪＡ出資の独

立会社として運営させることの必要性が議論され

て、新たな組織へと展開を図っている。つまり、

前述したＡ有限会社のようなサービス事業体と対

等の作業効率、経営効率をあげることを狙いとし

たのである。

２）Ｂ農協出資による農業生産法人の設立と現状

こうして、平成13年７月に従来の農産センター

は、農協直営の有限会社に生まれ変わった。その

目的には、「担い手不足を補完し、地域の農業生産

法人を育成支援するため、農業経営ができるＪＡ

主導型の農業生産法人を設立し、地域農業振興の

担い手として育成する」とあり、コントラクター

として地域の農業経営を支援しながら、農地を耕

作できない農業者に代わって農業経営を行うこと

も事業内容とすることが特徴である。したがって、

具体的な事業内容も①農家から借り入れた農地を

利用する直営農場②部分作業受託③農地保有合理

化事業によって長期借り入れた茶園の造成④水稲

及び野菜育苗、ライスセンター事業⑤白米販売事

業と多岐にわたっている。

農協直営のコントラクターは、その組織的限界

から経営的視点が脆弱であり、組合員、地域のた

めの公益的な組織となりやすい。この点を克服し

て、組合員のための組織でありながら、一定の効

率化を図り、収益性を高める工夫は今後とも必要

である。

５． コントラクターの堆肥散布による
堆肥販売の急増　

先に、コントラクターの多角化の内容として堆

肥散布部門を指摘した。ここではそこで大きな成

果をあげたＣ町の事例についてとりあげる。Ｃ町

では、土づくりと畜産公害解消を目的に平成７年

度に「Ｃ町クリーンセンター」が設立されている

が、その最も大きな特徴は、当初から町の環境行

政の一環として位置付けられ、家畜排泄物に加え

て一般家庭から排出される生ごみを一体的に処理

するシステムを確立していることである。

このような形で原料確保、堆肥製造はできるが、

肝心の農家への堆肥販売は予想以上に停滞してい

た。その要因を調査すると、堆肥を散布すること

が農家にとって極めて重労働であることが判明し、

農協の支援センター（いわば農協直営の総合コン

トラクター）が散布業務に参入することで一気に

堆肥製品が農家に売れるようになった。農協の支

援センターは、職員１名の他に常雇職員２名、臨

時職員２名体制で、牧草の集草作業、梱包作業を

はじめとして、深耕作業、土壌消毒、土壌改良剤

散布、にら植え付け作業など多様な作業を受託し

ているが、それに新たに堆肥散布作業が加わった

わけである。
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堆肥販売量は平成12年の1,852トンから13年3,050

トン、14年3,085トンまで約65％程度も増加してい

る。袋詰め堆肥の販売量は300トン前後で増加して

おらず、この増加分がバラ堆肥増加であることを

裏付けている。実際のセンターの散布量は13年度

が848.8ｔ（20.4ha、114戸）、14年度が859.6ｔ

（21.1ha、118戸）となっており、ばら堆肥販売の

うち散布率は31.1％、30.8％となっている。

具体的な商流と物流の流れは、次のとおりであ

る。農家はＪＡの支店や町内の堆肥取り扱い商店

に直接堆肥購入を申し込み、それは、クリーンセ

ンターに集約される。クリーンセンターでは、ば

ら堆肥について圃場までの運搬を行う。購入申し

込みと同時に散布まで申し込んだ農家には、支援

センターから3人の作業員が同行し、ユニック車に

よる散布機への積み込みと散布作業を行うという

流れである。ばら堆肥の販売単価は3,150円、袋詰

めは15ｋｇ入りで210円であり、散布料金は1,000

円/ｔである。町では農家の意向調査後、散布業務

に参入するためにユニック車1台と散布機2台をい

ずれも中古で購入している。当初機械を装備する

に当たって、果たして農家の散布作業に対する委

託があるか否か疑問視されていたが、堆肥は欲し

いけど散布労働がきついというネックを見事に克

服したことになる。

堆肥センターを持ち、糞尿を堆肥製品にする

ことはできるが、販売できずに在庫が貯まってい

る地域では、散布作業のニーズを今一度調査し、

コントラクターの新たな業務として取り込むべき

である。

６．今後のコントラクター展開の課題

１） 作業コスト低下と作業機械、労働力の所有形

態

コントラクターの機械作業コストの面積当たり

平均費用を低減するためには、固定費部分を大き

くして、操業度を高めることが重要である。つま

り、コントラクターが作業機械を所有しており、

労働力も常時雇用の形態、すなわち固定費用とし

て位置づけられるものであれば、機械、労働力の

操業度を高めることによって、固定費を如何に低

減するかがコスト削減のポイントとなる。上述し

た２つの有限会社組織は、いずれもこのような形

態を選択したわけで、作業規模を拡大すれば単位

面積当たりコストが削減する領域が広がる。また、

オペレータについても、質の良いサービスを提供

するために、一定の研修を受け高度な技術を修得

した者を配置することが、法人化によって可能と

なり、農協組織内部での問題点はクリアできると

思われる。

２）操業度をあげるための複合部門の存在

複合部門は、資本構成や労働力等から見て飼料

作コントラクター部門と有機的連関があり、補完、

補合関係が働くものが望ましい。逆に、競合関係

或いは新規にコストを発生させるような部門はマ

イナスとなる。従って、大型トラクターを所有し、

その操業度を高める意味から土地利用型の耕種部

門の作業受託、経営受託は１つの方向である。ま

た、畜産経営を包括的に支援・補完するという観

点からは、畜産ヘルパーとしての一部門という位

置づけも可能で、Ｃ農協のように糞尿処理、堆肥

生産販売部門もその一部門となりえる。

３）地域農業におけるコントラクター利用システ

ムの工夫

上述した作業面でのコスト問題と同様に重要な

点が、委託者からの受託業務事務、受託農地の作

業調整、機械・労働力の配置、非常時の対応、精

算業務等の調整管理業務である。

Ａ有限会社は、受託農地の調整の点で最も悩ん

でいたが、町に農業公社が設立され、この農業公

社がコントラクターと委託者との仲介をする「仲

介・調整組織」の役割を果たしてくれることが、

これからの作業受委託システムを円滑に進めてい
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くためにきわめて重要になると思われる。例えば、

図１の受委託仲介調整組織やコントラクター利用

者組織型は、委託者からの作業受託業務とその調

整、コントラクターへの再委託、オペレータの派

遣、機械の借入等を行う組織であり、委託者とコ

ントラクターとの相対取引で発生するコストの負

担や補完的機能を果たすものである。このような

「仲介・調整組織」は地域農業の支援組織として機

能するものであり、コントラクターを地域農業に

有機的に活かすための組織といえる。

Ｂ有限会社の場合、農協自らが出資した法人で

あるため、農協本体と如何にうまく連携をとるか

が課題といえる。また、図の右側に示しているコ

ントラクターを利用する委託者サイドが利用組合

を組織化し、協調してコントラクターとの信頼関

係を築くというコントラクター利用組合型も今後

のコントラクターを利用するシステムとして考慮

すべきであろう。

また、プロの受託業者として如何に委託する農

家サイドの信頼を得るか、オペレータの技術向上、

コントラクターの作業能率を高めるための研修を

どのように仕組むべきか、さらには、畜産密度の

低い地域でコントラクターをどのように立ち上げ、

育成するかといった課題の解決も迫られていると

いえよう。
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1．進展し続ける農作業受委託

ドイツにおいて農作業の受委託の歴史は長く、

受委託組織のショーウインドウといえるくらい

様々な受委託組織が存在している。そのため、

個々の農業経営では受委託を前提として営農計画

や将来計画を立てることができるのである。そし

て、作業を受託する組織を利用するかしなかいか、

また利用する場合にはそれらをどう利用するかは、

全く個々の経営者の判断に委ねられる。従って、

いかにうまく受委託組織を使うかが、経営発展の

キーとなっているのである。

はじめに、ドイツの農業において、どのくらい

農作業を経営外部に依存しているのかを概観して

おきたい。

すでに10年以上前に行われた連邦の研究機関の

調査結果であるが、それによると当時ドイツの穀

物収穫の約50％、飼料作物収穫の約40％は、何ら

かの形で経営外部に依存していた。その後、その

割合は年々大きくなっているとみてよいので、個

別完結で上記の収穫作業を行っている農家は半分

以下になっているとみて差し支えないであろう。

次に経済的な側面からみてみよう。表1は専業農

家の経営費に占めるいくつか費目をピックアップ

してみたものである。この表からは、「作業委託、

機械賃借料」の費目の伸びが顕著であることがわ

かる。経営費全体の伸びは、1988/89年を100とし

て1994/95年が113であるのに対して、作業委託・

機械賃借料は151の伸びとなっている。このように、

経済的な側面からみても、作業受委託への依存を

増す傾向が読み取れる。

2．農作業受委託の担い手組織

このように作業受委託の歴史の長いドイツにお

いても、今もなお受委託の進展が続いている。で

は、このような作業受委託の受け手は誰なのであ

ろうか。農作業受委託の担い手にスポットをあて

ることにしたい。

ドイツの農作業受委託を担っている組織には、

大まかに見て以下のようなものがある。

（1）機械利用組合

これは日本でもお馴染みの組織である。共同出

資によって機械を調達し、共同で利用する組織で

ある。こうした機械利用組合は、農家数戸で構成

されるものから100戸を越える大型のものまで存在

している。大型のものになるとオペレーターだけ

でなく、専任のマネージャーを雇

用するようになる。

（2）請負業者

いわゆる民間の農作業コントラ

クター企業である。日本ではコン

トラクターという用語が幅広く用

いられるため、ここでは混乱をさ

けるために「請負業者」と称する
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ことにしたい。農作業の請負業者には、大きく分

けて二つのタイプのものある。ひとつは、農業経

営を営むかたわら農作業請負をするものであり、

もうひとつは、自らは農業経営を営まず農作業の

請負を営業行為として行っているものである。

（3）マシーネンリング

マシーネンリングは、ドイツで発祥した農作業受

委託の仲介組織である。マシーネンリング自体は原

則的に機械を所有せず、会員の所有する機械で会員

の委託希望に応えるというものであり、あくまでも

農作業の出し手と受け手をつなぐ役割をする組織で

ある。会員から出された作業委託の希望に合った受

託者を探し、受委託を成立させ、その仲介料を収入と

して得るという仕組みになっている。

これらのなかで、ドイツで特徴的な組織は請負

業者とマシーネンリングであり、大雑把にみれば

請負業者は北ドイツに多く、マシーネンリングは

南ドイツに多いといえる。

次に、この両者についてそれぞれみていくこと

にしたい。

3 農作業の請負業者

1）請負業者の存在状況

ここでいう請負業者とは、農業者が作業を請け

負う場合であっても「小遣い稼ぎ」程度のもので

はなく、作業請負を前提に大型の機械を導入し、

収入の半分以上が請負収入であるものを指す。

現在、請負業者の連合会の資料によれば、請負業

者は全国で3000を数える。そしてその売上金額は30億

ユーロにのぼり、36万戸の農家が顧客となっている。

このような請負業者の数の推移であるが、旧西

ドイツ州全体でみると1970年代までは増加傾向に

あったが、80年代になると急激に減少している。

1980年から95年にかけて請負業者の数は半減して

いる。その一方で、売上高は、同期間に2.6倍の伸

びを示している。つまり、小規模な請負業が撤退

し、請負業に重点的に力を入れたものがその事業

規模を伸ばしてきたことがうかがえる。いってみ

れば、これは請負業界の構造変化であり、現存す

る請負業者は80年代以降の業界の大きな構造変化

の波を乗り越えてきたものとみることができる。

2）厳しい状況下での生き残り

ドイツにおいて、農家の請負業者へ依存度は高

く、請負業者は不可欠な存在となっている。請負

業者は地域農業に構造化された存在であるといっ

ても過言ではない。

とはいえ、請負業者はいわゆる「殿様商売」で

は、生き残ることはできない。農家は、数多く存

在する請負業者のなかから最適な委託先を選定す

るのである。その際のポイントについての調査結

果が、図1に示されている。これをみると、高い技

術力をもち確実に期待通りの仕事をしてくれると

いうことが最大のポイントとなっており、料金水

準や個人的なつながりよりも重要視されているこ

とがわかる。この結果は、請負業者が高い技術力

をもち、農家からの信頼を獲得してこそ存続・発

展し得るということを示している。

このように、請負業者には高い技術で農家の要

望に即応することが求められているのであるが、

それは請負業者に大きな負担となってのしかかる。

具体的には、（1）最新の技術を導入するために機

械の大型化・高性能化が進み機械資本額が大きく

なる、（2）顧客からの急な要望に応えるために機

械にある程度の余裕（遊休部分）をもたせる、と

いったことを余儀なくされる。これらは、請負作

業コストを押し上げる要因となる。さらには、請

負業者間の競争が激しいことから、請負料金を上

げることが難しく、機械費用の上昇分を料金に転

嫁しづらいという状況が続いている。従って、労

賃や他の生産財の価格が上昇するなかで、請負料

金は横ばい状態になっており、請負業者の交易条

件は極めて不利なものとなっている。つまり、売

上高が伸び悩む一方で、機械費用が増大して、経

図1 請負業者選定の理由
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営を圧迫している状態になっているのである。

さらに、請負業者は、経済状況だけでなく制度

的な面でも厳しい立場に置かれている。請負業者

は、行政上は農業者とはみなされず、一般の農家

が受けられる投資補助金等は受給できず、農業向

けの優遇された融資の適用もない。税制上の優遇

措置もなく、いわゆる免税軽油も適用外である。

このような制度的ハンディキャップを背負いなが

ら、そして厳しい経営環境にありながらも、彼ら

は経営のプロ意識をもち、発展の道を拓こうと経

営努力を重ねている。

4 マシーネンリング　

1）マシーネンリングとは

マシーネンリングは、それ自体は機械を持たない

組織であるが、仲介調整によって地域の農作業受委

託を円滑に進めている。ここで作業依頼の出し手と

その受け手をつないで受委託の調整をしているの

が、マネージャーである。そのマネージャーは多く

の場合、リングの会員によって能力を見込まれて雇

われた者であり、会員農家が世話役的に担当するマ

ネージャーとは異なりプロのマネージャーである。

作業の委託料金は、委託したメンバーの口座から受

託したメンバーの口座へ振り込まれようになってい

るが、その際、数パーセントが仲介手数料としてマ

ネージャーに入る清算システムになっている。この

ように、マシーネンリングは、機

械作業の受委託の仲介組織なので

あって、組織に必要なモノは、作業

機械ではなく電話等通信機器であ

り、それが備えられた事務所でマネ

ージャーが機械作業の委託と受託の

情報を受けて全体の調整を図って

いるのである。従って、機械投資を

することなく、すべての作業を適期

に電話注文する「電話農業」も成

立し得ることになる。

2）マシーネンリングの存在状況

マシーネンリングは、現在全ド

イツに294存在しており、その会

員農家数は、198.6千戸に及び、

全農家の50.3％がマシーネンリングの会員となっ

ており、その農用地面積は、全農用地の47.3％に

当たる。

表2で州（地域）別のマシーネンリング数をみる

と、マシーネンリング発祥の地であるバイエルン

州が最もリングの数が多く、会員の数も多い、当

州では7割以上の農家がマシーネンリングの会員と

なっており、その農用地面積は、全体の8割を越し

ている。旧東独州のザクセン・アンハルト州、ザ

クセン州、チューリンゲン州は、統一後リングの

設立の動きが出てきたところであり、発展途上に

ある。ちなみに、マシーネンリングの規模として1

リング当たりの会員数をみると、旧西ドイツでは

平均で830戸、マシーネンリング発祥の地バイエル

ン州は1305戸となっている。（ただし、会員には、

請負業者など農家以外の会員を若干含んでいるの

で、大きめの数値が出ることに注意されたい。）

次にマシーネンリングの事業規模を取扱高でみ

ると、全体で7億1700万ユーロであり、1リング当

たりの取扱高でみると平均270万ユーロ程である。

事業規模からみてもバイエルン州が最も大きく、1

リング当たり430万ユーロの取扱高となっている。

この金額には、環境保全事業や生産資材などの販

売事業を行う子会社の売上も含まれている。

農作業の受委託について、どんな作業の受委託

が多いかをバイエルン州の例でみてみると、飼料

作（19.7％）と穀物収穫（19.4％）が最も多く2本
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柱となっている。次いで多いのが、経営ヘルパー

と呼ばれる労働力のみの派遣（17.6％）、牽引・輸

送（12.3％）となっている（金額ベース）。

3）地域農業におけるマシーネンリングの役割

このようにマシーネンリングは、農作業の出し

手と受け手をつなぐ組織であるが、その仲介機能

を通して地域農業の推進主体となっている。

マシーネンリングには、受委託の仲介をするこ

とによって機械の所有と利用、労働力の保有と利

用、土地利用の情報が蓄積されて行く。マネージ

ャーは、その情報をもとに機械の更新期にきた会

員に対して投資のアドバイスをするのである。こ

の投資のコンサルテーションを通して地域の機械

保有を適正な水準に導いて行くのである。

そして、受委託のシステムを前提として、会員

農家のなかから専門性を高めてコントラクター的

な性格をもつようになる農家も現れてくるのであ

る。つまりマシーネンリングが本格的なコントラ

クターやプチ・コントラクターを育てる環境とな

っているのである。このように、マシーネンリン

グでは会員が互いに得意分野をもって分担し合う

という専門分化の力が働くのである。そのもとで

会員農家は、①専門の作業を請負う一方で他の作

業を委託するという受託農家でもあり委託農家で

あるもある農家、②もっぱら請負、③もっぱら委

託、④利用はないが、いざというときのために会

員となっておく、といった4つのタイプに分かれる。

無論、どういった利用の仕方をするかは、会員の

自由意志である。この点についてバイエルン州の

あるマシーネンリングの受委託別の会員構成をみ

たのが表3である。このリングでは、受託と委託の

両方である会員農家が最も多く4割以上を占めてお

り、ついで委託のみという会員農家が多くなって

いる。利用実績はないが、保険としてリングの会

員になっている農家も14.6％存在している。

こうした地域農業の推進主体としての役割をも

つマシーネンリングに対しては、機械というモノ

への補助ではなく機械を有効利用するための組織

補助という発想で、人件費や事務経費の一部を補

助している州が多い。

5 ．受委託組織の新しい動き

請負業者、マシーネンリングともに作業受委託

を通してドイツ農業を支える重要な役割を担って

いる。それらの組織に近年新しい動きが目立つよ

うになってきた。それは、事業内容の多様化と組

織間協同である。

まず事業内容の多様化であるが、農業生産所得

が縮小する中で受委託組織の経営多角化路線が顕

著にみられるようになった。請負業者、マシーネ

ンリングともに、提供するサービスが農業生産の

枠にとどまらず各分野に広がってきている。とく

に環境規制が厳しくなるなかで、家畜糞尿の処理

を中心とした環境保全業務が急激に拡大してきて

いる。さらに、地域の緑地の保全や公共スペース

の清掃、冬期の除雪作業などを自治体等から請け

負うことも増えてきている。また、農村ツーリズ

ムから墓穴堀まで、各種の業務を請け負う試みが

各地でなされている。

次に組織間協同であるが、これは請負業者、機械

利用組合、マシーネンリングがお互いに協力し合

い、受委託を進めていく動きが顕著になったことで

ある。具体的には、マシーネンリングの仲介システ

ムの中で、請負業者と機械利用組合が作業の受け手

として活動するという形で進行している。請負業者

や機械利用組合にとってマシーネンリングから一定

の作業を供給してもらうことはメリットであり、マシーネ

ンリングにとっては、積極的な受け手を確保できるの

で作業の仲介がやりやすくなるのである。このように、

マシーネンリングがもつ情報収集・蓄積の機能と受委

託仲介の機能に、請負業者と機械利用組合が結びつ

いた形で地域的な受委託システムが形成されてきて

いるのである。

以上のような新たな動きは、これから日本で農

作業受委託のシステムづくりを行っていくうえで

参考となる点が多いと思われる。

受託のみ 

受託・委託の両方 

委託のみ 

受託も委託もなし 

4.8％ 

41.9％ 

38.7％ 

14.6％ 

表3　受委託別にみた会員農家構成 
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地域におけるコントラクター組織の活動状況 

全国農業協同組合連合会　　　　　　 

畜産生産部　技術主管　千葉　寿夫 

1．コントラクターの設立・運営状況

飼料生産作業に係るコントラクターの設立・運

営状況（平成14年）についてみると、全国で200組

織あり、そのうち、北海道が82組織（41％）、都府

県が118組織（59％）となっており、都府県では九

州地域、東北地域及び沖縄県の畜産主産地域で多

くなっている。

2．コントラクターの組織形態

コントラクタ－の組織形態は、営農集団が60．

5％（121組織）と最も多く、次いで有限会社が18．

0％（36組織）、農協が15．0％（30組織）で、公社、

株式会社の順になっており、近年、営農集団や有

限会社の増加が目立ってきている。

3．コントラクターの利用農家数及び作
業受託面積

コントラクターを利用している農家戸数は16，

313戸で、作業受託面積は124．7千haとなっている。

作業受託延面積の内訳をみると、①　飼料収穫

作業関係が67.3千ha（約54．0％）、②　耕起等作

業関係が7．6千ha（6．1％）、③　堆肥散布等関係

が22．2千ha（17．8％）、④　稲わら等収集作業が

11．9千ha（約1．5％）、⑤飼料生産関連作業が16．

9千ha（13．5％）、⑥　耕種部門作業等が8．8千ha

（約7．1％）となっている。

また、飼料収穫作業は北海道、中国・四国、九

州及び沖縄県の各地域で多く、耕起等作業は東北

及び北陸地域、堆肥散布作業は北海道、稲わら収

集作業は東北及び関東地域、飼料生産関連作業は

関東地域で多くみられている。

なお、コントラクターの設立当初は、飼料作物

の収穫作業を主体に受託する場合が多く、最近、

堆肥・液状きゅう肥の散布作業や稲わらの収集作

業等が増加してきている。

4．コントラクターの活動事例

コントラクターの活動事例としては、JA組織で

は北海道のJA鹿追町、民間企業としては（有）「ア

グリパートナー宮崎」（宮崎県川南町）が知られて

おり、飼料生産関連農作業を受託し、地域農業の

担い手として大きな役割を果たしている。

コントラクターが受託する飼料生産関連農作業

は、畜産農家のニーズの高い飼料作物収穫作業を

主体とする受託から始まり、次第に利用畜産農家

のニーズの変化に対応して多種類の農作業受託へ

と拡大していく事例が多い。

特に、平成12年度以降は「水田農業経営確立対

策」における飼料稲の推進に伴う収穫作業、口蹄

疫の発生を契機に稲わらの収集作業が増加し、ま

JA鹿追町：牧草収穫作業
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た、昨今の畜産環境保全や資源循環型農業の推進

等から堆肥・スラリーの調製・散布作業の受託が

増加してきている。

また、最近、増加している耕作放棄地の解消に

向けた農地の所有者や借り手からの農作業受託に

加えて、これらの農地でコントラクター自らが飼

料生産を担い、生産粗飼料を畜産農家へ供給して

いる事例もみられてきている。

これらの飼料生産作業関連の受託事例を組織形

態別にみてみると、次のとおりである。

（1）営農集団

飼料生産関連作業の共同利用機械を導入、共同

作業を行なう組織（機械共同利用組合等の任意組

織）が、構成員の畜産農家等の飼料生産作業を共

同で行う一方、地域の畜産農家等のニーズに応じ

て飼料生産作業を受託する事例である。

営農集団内部の共同作業と受託作業の種類や時

期が競合し、その調整や労働力強化となりやすく、

大面積、広範囲な地域の受託作業には難しい面が

ある。

一方、農作業の受託による共同利用機械の有効

活用によるコスト低減、労働力の活用や受託料金

による収入増加が見込める。

①　北海道の道東地域等では、有限会社、営農集

団組織によるコントラクターが多数設立され活

動している。一部では活動地域の重複化や受託

料金体系の差異がみられてきており、コントラ

クター相互間の連絡調整が必要となっている。

②　熊本県のJA菊池地域（酪農地帯）では旭志

中央支所コントラクター、七城コントラクター

利用組合、原口ハーベスター等の各コントラク

ターが地域を区分して活動している。利用酪農

家のニーズ（夏期の酷暑時の農作業の軽減や機

械コストの低減等）の高いコーン（一、二期作）

収穫作業の受託が主体で、JAが飼料生産機械

を導入し、各コントラクターにリースしている。

③　熊本県の阿蘇地域では、広大な牧野（26牧野、

約7，000ha）が畜産農家の高齢化や労力の不足

で、牧野の利用管理が難しくなってきている。

これらに対処するため、「阿蘇町牧野コント

ラクター利用組合」が設立され、平成13年度

から牧草等の収穫や堆肥散布、草地更新作業

を受託し、牧野の適正管理と効率的利用に活

躍している。

（2）有限会社

飼料生産関連作業を受託する目的で有限会社を

新設（飼料生産共同作業を実施している営農集団

が有限会社化する場合も含む）、或いは既存の有限

会社等が新に受託作業を開始する場合である。

有限会社の設立は、数戸の農業者等や地域の農

業者（多数の利用農家）が社員となっている事例

のほか、畜産農家の個別法人化の事例もみられて

いる。

①　北海道滝上町の滝上町農業振興公社は、地域

農業支援システムの一環として町、農協と農業

者の三者が出資して、有限会社として組織化

（平成14年4月）し、牧草、コーン等の収穫作業、

堆肥・スラリー散布作業等を受託している。

また、当コントラクターをサポートする機関

として、滝上町農業サポート協議会があり、ソ

フト面の各種調整・支援業務を担っている。

②　宮崎県都城市のJA都城では、昭和47年に「農

業機械銀行」による農業機械の貸し付け等に取

り組み、平成7年度以降は「営農支援センター」

として管内の営農集団形態の各受託組織と連携

して農作業の受託に取り組み、更に、平成13年7

月以降はアグリセンター都城（JA100％出資）とし

て有限会社に組織変更し、飼料生産関連作業を

始めとして幅広く農作業の受託を実施している。

（3）農事組合法人

宮城県農業公社：飼料稲収穫作業
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地域の農業生産の担い手として農協法に基づき

設立された農事組合法人が飼料生産の受託作業に

取り組んでいる事例である。

千葉県（干潟町）の（事）八万石は、米政策へ

の対応（生産調整強化への対応）として「水田農

業経営確立対策」（平成12年以降）で重要視された

飼料稲の収穫作業を担い、地域農業の中核的な担

い手となっている。

（4）公社

県・市町村・農協が構成員（出資）、或いは両者

に農業者（出資）が加わった公社組織で、最近で

は有限会社形態をとっている場合が多い。

特に、近年、急増している耕作放棄地の畜産的

活用も含めて、地域農畜産業の振興を図る観点か

ら各地で組織化する事例が増えてきている。

①　北海道の（財）北海道農業開発公社では、平

成15年度から北海道内の主要草地畜産地域で草

地更新の受託作業（公共草地リフレッシュ事業）

に本格的に取り組んでいる。

②　宮城県の（社）宮城県農業公社では、県北部

の水田地帯を主体に、急増している飼料稲（地

域の畜産農家は飼料基盤が狭く、収穫用機械類

を所有しておらず、湿田が多い）に対処するた

め、専用収穫機を導入し、収穫作業を受託して

いる。

③　鹿児島県中種子町の（財）種子島農業公社で

は、サトウキビ等一般作物の農作業の受託に加

えて、イタリアンライグラスやローズグラス等

の収穫作業を受託している。

（5）JA（民営化した有限会社も含む）

JAにおける酪農・肉用牛経営等組合員の農業作

業受託は、昭和30年代後半頃から福島県西郷村の

白河報徳開拓農協（現在、JA白河と合併）、栃木県

那須町の千振開拓農協等専門農協にみられるよう

に、農協の利用事業として、組合員の飼料生産関

連作業の機械化と機械投資の軽減を図る観点から

実施してきている。

①　北海道鹿追町のJA鹿追町では、平成5年度か

ら直営の利用事業として管内の酪農家等を対象

に飼料生産関連作業の受託を大規模に実施し、

JAによるコントラクターの先駆的役割りを果

たしている。

②　宮崎県都城市の（有）アグリセンター都城は、

従来、JA都城が実施してきた農作業受託部門

をJAが100％出資し有限会社化している事例で

ある（前述）。

（6）株式会社

北海道等において、地元の建設関係企業等が飼

料収穫作業等を受託する事例がみられたが、受託

農作業の季節性や飼料生産用高性能機械の導入に

係る非補助等から取組みが減少してきている。

現在では、地域のコントラクターと連携して、

飼料収穫作業（サイレージ調製）に係る運搬作業

等を担っている事例がみられている。

5．コントラクター組織の展開方向

コントラクターは、個別畜産経営の①飼料増産、

②労働力や機械の不足解消、③飼料の低コスト生

産と品質向上、④労働過重の解消と「ゆとり」の

確保、⑤耕作放棄地の飼料生産利用、などの観点

から、農作業の担い手として一層期待が高まって

きている。

今後のコントラクターによる農作業の受委託に

あたっては、JA等が作業委託（利用）農家からの

申し込み、農作業受委託の連絡調整、作業料金の

設定、徴収等のソフト部門を担当し、農作業を行

なうハード部門を地域の営農集団や有限会社等コ

ントラクターが実施する事例もみられており、JA

等が農作業の受委託を連絡調整、或いは新たな仲

介組織を育成していくなど、地域実態に応じて効

率的な飼料生産を推進していくことが必要となっ

ている。

また、地域に酪農ヘルパー、TMRセンター、公

共・共同牧場、堆肥センター等がある場合には、

管理運営面でコントラクターと同様の課題を持っ

ている場合が多い。

これら農畜産業の支援組織が他作物を含めた総

合コントラクターとして地域で一体化、或いは連

携して活動し、支援活動の効率化とコントラクタ

ーの経営安定化を図っていくことが重要である。
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北海道におけるコントラクター組織の現状と課題 

北海道立根釧農業試験場　　　　　　 

経営科長　原　　　仁 

１．はじめに

北海道の酪農は、個別経営の規模拡大によって

生乳生産量の拡大を続けているが、それらの酪農

経営を支援する仕組みとして、酪農ヘルパー制度、

コントラクター組織、フィードサービスセンター、

哺育育成牛預託システムなどが設立され稼働して

いる。これら仕組みの中で、近年、急速に設立数

および活動範囲を広めているコントラクター組織

について、その現状と今後の課題について報告す

る。

２．北海道におけるコントラクター組
織の動向

表１は北海道における飼料生産に係わるコント

ラクター組織の設立および活動状況を示したもの

である。農家の労働過重の解消や機械投資軽減の

ため、農家に代わって農作業を行うコントラクタ

ー組織は年々増加し、平成14年度の組織数は平成

７年度の29組織から69組織増え98組織と急速に増

加している。まだ、検討中の組織も多いことから

今後とも増加していくものと考えられる。組織体

としては、近年、農家を主とした営農集団、土建

業・運送業などを核とした有限会社の設立が、根

室、網走、上川管内で多くなっている。平成14年

度の受託作業別農家戸数は飼料収穫作業が最も多

く2,340戸で北海道の乳牛飼養農家9,400戸の約25％

を占めるに至っている。同様に受託作業面積割合

をみても飼料収穫が全体の68.4％と一番多く、次

いで堆肥調整、散布等が16.9％、スラリー散布が

7.7％を占めている。特に十勝、根室管内では堆肥

調整、散布等を委託する農家戸数が、飼料収穫を
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委託する農家戸数に匹敵する程に増加しており、

さらに根室管内はスラリー散布を委託する農家戸

数も飼料収穫を委託する農家戸数の48.5％と高い

割合を示している。また、耕起等や草地更新の受

託作業面積も増加傾向にあり、酪農経営が委託す

る作業が徐々に飼料生産全般にわたっていくこと

が伺える。コントラクター組織の作業別取り組み

組織割合では、飼料収穫が91.8％、堆肥調整､散布

等が49.0％､耕起等が41.8％、スラリー散布が

27.6％､草地更新が20.4％となっている。

このように、コントラクター組織は地域の酪農

経営の飼料生産に対して大きな役割を担っており、

今やコントラクター組織無くして地域の酪農生産

を維持できない状況となっている。また、それと

共に、コントラクター組織の安定的発展が強く求

められている。

３．コントラクター組織の現状と課題

コントラクター組織の継続性が最も高い農協コ

ントラクターを対象に検討した。

北海道の農協コントラクターは、専任職員のオ

ペレーターを要し、かつ受託作業で使用するほと

んどの機械を所有する農協コントラクター（以下、

農協直営型コントラクターとする）と、高額で農

家が所有困難な高能力機械のみを農協が所有し、

オペレーターやその他の機械は民間企業や農家か

ら調達する農協コントラクター（以下、農協調整

型コントラクターとする）があり、農協調整型の

中にはオペレーターを農協職員が兼務するタイプ

もある。また、農家の利用組合を主体とした受委

託作業を展開している地域では、農協が主導的に

利用組合を支援している農協主導型の取り組みが

みられる。この３タイプ（農協直営型、農協調整

型、農協主導型）の事例を表４に示し、それぞれ

の現状と今後の課題について述べる。

１）農協直営型（Ａ農協コントラクター）

Ａ農協は、酪農経営１戸当たり出荷乳量が500ｔ

を超える地域であり、農家で保有する機械や労働

力に余裕が少なく、また他のコントラクター組織

が共存していることから、Ａ農協コントラクター

は、農家の委託要望に応え、積極的・臨機応変な

対応と安定した信頼のおけるサービスを提供する

ため、昭和56年から農協職員が兼務し作業受委託

を行ってきた農協調整型の組織形態を改め、平成

12年10月から専任職員による農協出資会社として

再スタートしている。

Ａ農協コントラクターの受委託の仕組みは、飼

料収穫作業に関しては、春先の要望調査と作業直

前に開催される受益者会議（作業順番、作業単価、

委託者と受託者間の約束事項の協議：現段階では

飼料収穫作業のみ）で調整を行い実施し、それ以

外の作業は随時受付け調整を行いながら実施して

いる。

運営の現状は、専任職員体制であり、通年の受

託作業量を確保する必要から、受託している作業

は、飼料収穫作業、堆肥関連作業、液肥関連作業

のほか、パドックや牛舎周辺の環境整備に必要な

資材の搬入作業や実際にそれらを使った整備、飼

料の運搬、除雪などで受託する作業は多岐に及ん

でいる。平成14年度の事業収益では、飼料収穫作

業が39％、草地管理作業が26％、環境整備作業が

35％となっている。

作業の委託率は、民間企業のコントラクター組

織と共存している飼料収穫作業は3.7％と少ない
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が、民間企業の参入が少ないふん尿散布作業は

33.3％となっている。出荷乳量階層規模でみると、

飼料収穫作業は中規模階層で多く（大規模階層は

民間企業のコントラクター組織の利用が多い）、ふ

ん尿散布作業はどの階層でも30％を越える委託率

となっている。

今後、Ａ農協コントラクターが安定的な受委託

関係を構築していくためには以下の点が課題とな

る。

①　中長期の受委託契約の推進と事業計画の策

定。

地域内で複数のコントラクター組織が活動する

地域で、安定的なサービスを提供していく上では、

中長期の受委託契約に基づく事業量の安定的確保

と計画性が重要である。

②　作業適期が比較的長いふん尿処理利用に係わ

る作業のより計画的・積極的な実施。

現状では、ふん尿散布作業は飼料収穫作業のよ

うに適期内で作業を効率的に行うための作業計画

が事前に決められていない。今後、ふん尿散布作

業の委託依頼が益々増加することが予想されるこ

とから、適期内で効率良く作業を行うため、作業

機械の農家間移動を少なくし、かつ１日の作業量

が平準化できるように事前調整を行って計画的に

実施することが重要である。

２）農協調整型（Ｂ農協コントラクター）

Ｂ農協管内では、所得確保のための乳牛頭数の

増加は労働強化をまねき、過重労働が地域の大き

な課題となり、その改善が求められていた。この

ため飼料作物収穫およびふん尿散布作業等を委託

することで、一時的な労働過重を解消して労働の

平準化を可能とし、また「ゆとり」を創出するこ

とで若者の農業への定着を促し、農業農村の活性

化を図る必要があったことから平成６年からサイ

レージ収穫調製作業のコントラクター事業を開始

し、平成11年からはふん尿散布作業のコントラク

ター事業も行っている。

平成６年に設立されたＢ農協コントラクターの

受委託の仕組みは、民間企業および農家が余裕の

ある機械・労働力をＪＡに登録し、機械・労働力

が無い農家は作業をＪＡに委託する。それを農協

が調整し実施していく方法である。その調整にあ

たっては、農協のコントラクター運営委員会が、

企画運営や作業計画の基本方針と料金水準を決定

し、それに基づいて代表者会議、各作業班がその

段階に応じた調整を行う。農協の事務局（農協職

員１名兼務）は運営委員会、代表者会議、各作業

会議の運営に関わる各種調整業務を行う。

運営の現状は、受託している作業は飼料収穫作

業、堆肥散布作業、液肥散布作業の３作業で、平

成14年度の事業収益でみると収穫作業が72％、堆

肥散布作業が17％、液肥散布作業が11％となって

いる。農協コントラクターが所有している主な機

械は、自走式ハーベスタ3台、タイヤショベル１台、

自走式マニュアスプレッダ２台、自走式スラリー

ローリ１台と少なく、また、オペレーターの３名

（農家２名、民間企業１名）が出向職員であること、

民間企業および農家の余裕機械・労働力を積極的

に活用していることから、他に例がない程、低価

格な受託料金体系を実現している。そのため、他

のコントラクター組織が参入してくる機会がなく、

受委託関係は安定している。

作業の委託率は、民間企業のコントラクター組

織が参入していないことから飼料収穫作業が

52.3％、ふん尿散布作業は58.5％と高く、また出荷

乳量階層規模が大きいほど、飼料収穫作業、ふん

尿散布作業の委託率は高くなっている。

今後ともこの安定的な関係を継続していくため

には、以下の点が課題となる。

①　今後の農業情勢を踏まえた利用料金体系の策

定と利用者への理解促進。

Ｂ農協コントラクターの所有する機械は、全て

補助事業によって導入されたものであり、機械更

新に当たっては補助事業での導入が難しい場合は、

機械更新は利用料金収入によって自力更新しなけ

ればならない。利用料金の値上げ幅の検討ととも

に事業の拡大や経費の節減努力も必要となるが、

仮に値上げが実施されたとしても他のコントラク

ター組織と比較して低価格であることから、利用

者への理解促進も進めるべきであろう。

②　オペレーターの安定的確保

現在、オペレーターは農家２名、民間企業１名

の計３名が毎年同じ地区を継続的に担っており、
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機械毎の作業特性や農家圃場の特徴を熟知してい

ることが効率的な作業、機械修理費の軽減につな

がっているだけに、できるだけこの体制を堅持す

べきである。そのためには特にオペレーター農家

の経営安定、利益確保に対する配慮が重要である。

また、年齢的・疾病等で交代が余儀なくされる場

合は、早めに移行期間を設け準備（その間は２人

体制、機械毎の作業特性や農家圃場の特徴の伝授

期間）を行うなど、作業が停滞しないよう工夫が

必要である。

３）農協主導型（Ｃ農協機械利用組合）

Ｃ農協管内では、規模拡大に伴う労働力不足に

対して、民間企業のコントラクター組織だけでは

不十分だったことから、高能力機械の導入による

共同作業組織（以下、利用組合とする）を設立す

る農家集団が増加してきた。このような状況の中

で、それぞれの利用組合は独自に活動を行ってき

たが、受委託作業の調整や労働力の調達、事務業

務などの分野で共通の課題を多く抱えていた。一

方、Ｃ農協としても農家の経営安定を支援する上

でそれら利用組合の安定的発展が重要な課題とな

ってきたことから、平成14年に、Ｃ農協が事務局

となり役場、農業委員会、農業改良普及センター

が支援する体制でＣ農協機械利用組合（コントラ

クター連絡協議会）を設立し、利用組合の種々の

課題解決にあたっている。

平成14年度におけるＣ農協管内の利用組合は、

飼料収穫作業を行う12利用組合と、ふん尿散布作

業を行う９利用組合、うち飼料収穫作業とふん尿

散布作業の両方を行う３利用組合がある。これ以

外にＣ農協が液肥散布事業を行っている。これら

の利用組合は必ずしも従前のような地縁的組織で

はなく、経営運営に対する考え方に協調できるグ

ループや同じ作業体系を希望するグループによっ

て結成されている。

受委託作業実施に当たって、民間企業と連携し

ている利用組合は、飼料収穫を目的とした利用組

合に顕著にみられ、12利用組合中８利用組合が民

間企業との連携のもとに受委託事業を行っている。

ふん尿散布利用組合に比較して飼料収穫利用組合

で顕著にみられるのは、飼料収穫作業が４～７人

の組作業によって短期間に集中的に行われること

から、構成員農家にかかる労働負担が大きく、か

つ補助労働力を常に必要とするためで、これらを

緩和するため、民間企業との連携が進められてき

たことによる。民間企業と連携する８利用組合の

うち４利用組合は、全作業に係わる労働力と運搬

作業に使用するダンプ、鎮圧作業に使用するタイ

ヤショベル、ユンボなどの機械を民間企業から賃

借することで作業を実施しており、残りの４利用

も運搬・鎮圧作業に使用する労働力と機械を民間

企業から賃借することで作業を実施している。

一方、ふん尿散布作業に関しては民間企業との

連携により作業を実施している利用組合は９利用

組合中２利用組合のみで、多くの利用組合は構成

員農家によって作業が実施されている。ふん尿散

布分野で民間企業が参入に消極的なのは、利用組

合が必要としているのは労働力（Ｃ農協管内の相

場では、おおよそ２千円／時間）のみで、ふん尿

散布作業に係わる機械は酪農に特有な機械であり

利用組合が既に所有していることから、機械賃貸

収入が見込めず利益幅が小さいからである。また、

利用組合側からみても、ふん尿散布作業の適期期

間は飼料収穫作業に比較して長く、また、作業体

制もそれぞれ作業能率は異なるが１～５名の範囲

で作業が可能なことから構成員農家の都合を考慮

して作業ができ、労働力不足はそれ程逼迫してい

ないからである。

このような活動をしている利用組合において、

Ｃ農協機械利用組合は、農家の作業委託要望の調

整やオペレーター、補助労働力の調達に係わる民

間企業への協力依頼と、個々の利用組合と民間企

業間の受委託業務実施条件の調整、員外利用料金

の標準化、個々の利用組合の事務業務支援、機械

導入に際しての事業採択支援などを行っている。

また、Ｃ農協機械利用組合は、利用組合全体の発

展方向の検討や利用組合間の情報交換の場として

の役割を担っているが、現状ではまだ十分とはい

えず今後の活動が期待されている。

利用組合等への参加および作業の委託率は、飼

料収穫作業が37.7％、ふん尿散布作業は43.2％と比

較的高く、また出荷乳量階層規模が大きいほど、

飼料収穫作業、ふん尿散布作業の委託率は高くな
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っている。

今後、Ｃ農協管内における利用組合を中心とし

た受委託事業が安定して発展していくためには以

下の点が課題となる。

①　Ｃ農協機械利用組合を核とした利用組合間お

よび利用組合と民間企業の連携に対する円滑な

調整。

Ｃ農協管内の利用組合は経営運営に対する考え

方に協調できるグループや同じ作業体系を希望す

るグループなど自由な意志選択のもと結成されて

いる。しかし、今後の個々の経営展開によっては

協調が困難になる場合や異なる作業体系（堆肥処

理からスラリー処理へ変更など）を選択せざるを

得ない場合が想定される。現在参加している利用

組合を離脱し、また別の利用組合へ参加する。ま

た、それを契機に利用組合が再編される場合もで

てくることから、そうした移行期に受委託事業が

停滞しないように、Ｃ農協機械利用組合が中心と

なって利用組合間および利用組合と民間企業との

連携関係を円滑に調整することが重要となる。

②　現状の員外利用料金並の利用料金を前提とし

た経営の確立。

現在、利用組合が保有する機械は、ほとんどが

補助事業によって導入されたものであり、その恩

恵により低価格な員内利用料金が実現している。

今後、補助事業による導入が困難になる、あるい

は構成員農家が所有している機械が更新期を迎え

賃借ができなくなり、その分を利用組合で保有し

表4 農協コントラクターの現状と今後の課題
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なければならなくなどの状況が発生すると予想さ

れる。Ｂ農協コントラクターの実績からみて、員

内利用料金が現状の員外利用料金並の水準になれ

ば利用組合の運営は可能と考えられることから、

将来的には構成員とはいえ、現状の員外利用料金

並の利用料金を前提とした経営の確立を図る必要

がある。

４．おわりに

平成11年11月の「家畜排せつ物の管理の適正化

及び利用の促進に関する法律」の施行以降、家畜

ふん尿処理施設の整備は徐々に進んできているが、

散布による家畜ふん尿の利用は、必ずしも適切な

状況へとは進んでいない。

現状では、農家に散布機動力や労働力が少ない

ことから畜舎周辺の草地を中心に散布される場合

も多く、環境負荷・汚染が懸念される事例も少な

くない。また、コントラクター組織を利用した場

合でも、散布場所は農家の指示により行われるが、

草地の植生や土壌分析に基づいた指示とはなって

いないことから、家畜ふん尿が必要以上に散布さ

れることも想定される。

家畜ふん尿の適切な利用による環境負荷軽減は、

地域全体で取り組まなければ、農家の環境負荷軽

減に対する意識を高めることはできず、効果の少

ない不十分な結果となってしまう。

草地の施肥管理には草地の植生診断や土壌分析

が不可欠であるが、地域の全ての農家個々人が草

地の植生や土壌分析に基づいた家畜ふん尿利用と

化学肥料施肥を行うことはできない。コントラク

ター組織等が主体となり対応困難な農家に代わっ

て、農家個々の草地の植生や土壌分析に基づいた

家畜ふん尿利用と化学肥料施肥を継続的に実施す

ることが、地域全体での環境負荷軽減に向けた取

り組みには不可欠である。

特に地域農業振興の牽引車である農協において

運営する農協コントラクターは、地域のコントラ

クター組織の先頭に立って、コントラクター事業

を将来に向かって環境に考慮した事業へと展開さ

せていく時期に来ているかと思う。
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青森県コントラクターの活動事例 

青森県草地畜産協会　　　　　　 

常務理事　石井　昌之 

（十和田市　滝沢アグリサービス2002） 

1 十和田市は青森県の東南部に位置し、人口63千

人で上北地域の中核的な田園都市である。農業

は米を基幹に畜産と野菜を取り入れた複合経営

である。

2 「滝沢アグリサービス2002」の沿革

1）水田転作の拡大、畜産農家の規模拡大が進む

中で、有機農業、循環型農業を耕畜連携によ

り進めるために、有志による農作業受託組織

の設立について14年度から農家レベルで話し

合いを進めた。

2）水田転作地の土地利用集積を行い、認定農家

3名が37名の水田54ヘクタールの作業受託を進

めることとし、平成15年度に「滝沢アグリサ

ービス2002」を組織した。

3）平成15年に稲WCS収穫専用機その他関連作業

機械を導入し、活動を開始している。

3 組　織

1）組合の名称：「滝沢アグリサービス2002」

代表者　滝沢岩夫

2）所　在　地：青森県十和田市切田字滝沢71

3）組　合　員：5名

4）職　　　員：期間作業員を雇用

5）運営方法：耕種農家から作業委託申込により

年間作業計画を定め、作業を実施する。利用

料金は面積当たりで設定。水田農家は作付、

栽培管理まで行い、収穫利用は認定農業者が

行う。作業受託料は10，000円／10a、収穫物

の対価は堆肥交換。

4 利用実績

1）平成15年度は稲WCS収穫専用機その他関連作

業機械の導入が遅かったため、稲WCSが13．4

ヘクタール、えん麦Sが2．0ヘクタールに留ま

った。

2）平成16年度以降は、稲WCS17．7ヘクタール

を含め約80ヘクタールの利用を計画している。

5 導入機械

稲WCS収穫専用機、稲WCS用専用ラップマシン

（1m）、バキュームカー、ロールベーラー、ラップ

マシン、モアコンデショナー、プラソイラー、マ

ニュアスプレッター、ハイクリブーム
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イタリアンライグラスの新品種「はたあおば」 新品種
紹介 

～耐倒伏性に優れ、多収な早生品種～ 

はたあおば（左半分）の耐倒伏性はたあおばの草姿

【品種の特徴】

◆茨城県畜産センター育成で、耐倒伏性、収量性に優れる２倍体品種
◆出穂期が「ニオウダチ」、「ワセアオバ」並で、「タチワセ」より１日遅い
◆耐倒伏性は「ニオウダチ」並で、「ワセアオバ」、「タチワセ」より強い
◆乾物収量は「ニオウダチ」より優れ、「ワセアオバ」、「タチワセ」並

イタリアンライグラスの新品種「さちあおば」 
～いもち病、冠さび病抵抗性に優れる極早生品種～ 

さちあおばの草姿

【品種の特徴】

◆山口県農業試験場育成で、我が国初めてのいもち病抵抗性品種
◆出穂期が「ミナミアオバ」より６日程度早い極早生２倍体品種
◆乾物収量は適地の近畿以西で多収、九州では特に多収
◆冠さび病抵抗性は強～極強で、耐倒伏性は既存品種並

さちあおば（右半分）のいもち病罹病程度



会員だより 

社団法人　北海道草地協会 社団法人　北海道草地協会 
今年の北海道は災害の当たり年で、7月、8月の

冷夏で水稲、豆類等は指数で70～80％台、そして

台風10号により日高、胆振支庁管内を中心に草地

についても表土が流出し大被害に見舞われた、更

に9月26日早朝の十勝沖地震では農業用施設などの

損壊は想像を超える大きな被害となり存続を危惧

する農家もいるほど。

しかし、牧草及びコ－ンの飼料用作物は経営に

大きく影響を受けるほどではなく、逆に涼しい夏

のお陰で生乳生産量が大幅に伸びて生産調整の心

配をしている状況です。

このような状況の中で今年度当協会の事業とし

ては、日本草地畜産種子協会からの補助事業、受

託事業を中心に事業展開をしておりますが主なも

のを3つほどご紹介します。

◇草づくりコンク－ル

平成8年度から本コンク－ルを実施しておりまし

て、過去7年間で69農場の参加があり、殆ど各年度

において北海道の代表者が大臣表彰を受けており

ます。

今年度は今のところ7農場の参加があり、それぞ

れ自給飼料給与を重視した、ゆとり経営の農場が

多いと聞いており、3月中旬に表彰式を兼ねた技術

研修会の折に参加した農場の事例発表を予定にし

てますが、今年も今まで以上に期待が持てるとの

情報もあり楽しみにしております。

◇高位生産草地への転換

北海道の草地面積は53万4千haですが草地整備改

良している草地は非常に少なく、平成14年度の場

合、道営等の補助事業で約1万5千ha、地力更新で1

万1千haと合わせて5％弱の2万6千haとなっており

ます。

しかも補助事業での整備が今後期待出来ない状

況下で、本事業への関心が高まり酪農専業地帯を

中心に需要が多く、今年度も希望面積は約3，

700haにもなりましたが、予算的にも厳しいこと、

また、本事業がモデル事業であること等から条件

設定をして、結果的に22％カットの2，838ha とし

て現在進めております。

今までの草地整備改良は50％以上の補助金を貰

って実施するものと云う意識が農家に定着してお

り、5万円／ha助成の地味な事業でありますが、来

年度以降も希望は多いと思われますが……？。

◇コントラクタ－協議会活動

「飼料受託システム確立事業」（日本草地畜産種

子協会の委託事業）で北海道コントラクタ－組織

連絡協議会を平成14年1月に発足させて技術研修会

等の事業展開をしております。

発足当時全道の組織数は77組織でしたが、現在

当協会が把握しているのは111組織で僅か2年足ら

ずで34組織が増えたことになります。

最近の傾向として面白いのは、TMR（混合飼料）

供給センタ－（コントラ組織）を軸にした数戸の

草地の共同利用方式の検討があちこちでされてい

る情報を耳にします。

これは、日本草地畜産種子協会のホ－ムペ－ジ

でも紹介されている「オコッペフィ－ドサ－ビス」

をモデルとした波及効果としたら情報活動も捨て

たものでもない。

もちろん、オコッペフィ－ドサ－ビスの代表で

ある近藤三男氏は道内外からの講演依頼には極力

対応しており、メリットの多いこの方式の今後が

楽しみです。

以上北海道草地協会からの情報でした。



平成15年産飼料作物の作付（栽培）面積及び収穫量 

平成15年12月18日に農林水産省大臣官房統計部

から平成15年産飼料作物の作付（栽培）面積及び

収穫量について公表された。その概要は次の通り

である。

1 作付（栽培）面積

飼料作物の作付（栽培）面積は、92万9，400ha

であった。

北海道・都府県別にみると、北海道は全国の

66％を占めている。

（1）牧草

牧草の作付（栽培）面積は79万8，000haで、前

年産並みであった。

北海道・都府県別にみると、都府県では減少し

たものの、北海道では前年産並であった。

なお、北海道のいね科の作付（栽培）面積の増

加は、まめ科といね科のまぜまきから移行したこ

とによるものである。

（2）青刈りとうもろこし

青刈りとうもろこしの作付面積は9万100haで、

前年産に比べて1，200ha（1％）減少した。

これは、都府県において乳用牛及び肉用牛の飼

養戸数及び頭数の減少等により減少したためであ

る。

（3）ソルゴー

ソルゴーの作付面積は2万1，600haで、前年産に

比べて1，500ha（6％）減少した。

これは、青刈り麦類等他作物への転換等により

減少したためである。

（4）その他

上記以外の飼料作物の作付（栽培）面積は、飼

料用かぶは557ha、その他飼料作物は307haで、前

年産に比べてそれぞれ121ha（18％）、50ha（14％）

減少した。

2 収穫量

（1）牧草

牧草の収穫量は2，870万tで、前年産に比べて

160万5，000t（5％）減少した。

このうち、いね科の収穫

量は1，025万7，000tで前

年産に比べて33万7，000t

（3％）減少し、まめ科とい

ね科のまぜまきは1，822万

5，000tで前年産に比べて

126万1，000t（6％）減少

した。

これは、作付（栽培）面

積は前年産並みであったも

のの、6月中旬以降の低

温・日照不足等の影響によ

り生育が抑制され、10a当

たり収量が前年産に比べて

いね科が170㎏（4％）、ま

表－1 飼料作物の作付（栽培）面積（全国）



め科といね科のまぜまきが200㎏（6％）下回った

ためである。

（2）青刈りとうもろこし

青刈りとうもろこしの収穫量は456万3，000tで、

前年産に比べて30万4，000t（6％）減少した。

これは、作付面積が減少したことに加え、6月中

旬以降の低温・日照不足等の影響により生育が抑

制され、10a当たり収量が前年産に比べて270㎏

（5％）下回ったためである。

（3）ソルゴー

ソルゴーの収穫量は131万2，000tで、前年産に

比べて18万9，000t（13％）減少した。

これは、作付面積が減少したことに加え、6月中

旬以降の低温・日照不足等の影響により生育が抑

制され、10a当たり収量が前年産に比べて430㎏

（7％）下回ったためである

表－2 飼料作物の収穫量（全国）

平成15年飼料作物作付（栽培）面積及び収穫量抜粋（牧草、青刈りとうもろこし、ソルゴー）



多く戦後に入植し、牛を飼った。はや、二代目から三代目にかかろうとしている。その子ども達も寒風の
中で逞しく育ち、やがて伝統が引き継がれる。頬を真っ赤にして、橇遊びに興じている子ども達は無心であ
る。「妹乗せて牧の起伏の橇遊び」もこの頃作った。
妹は恋人、妻の意。若い牛飼夫婦の戯れが眩しかった。牛飼の未来が希望に満ちたものであってほしい。

G & S 俳壇 太田土男　選

入　選

初雪を枯山水にまぶしけり 習志野市 小　池　純　一
枯山水にうっすらつもった雪、それをまぶしたようだといったところで
一句が成立している。背後に神の業といった意味合いが込められている。

年忘れ果てて夜空の広がれり 蕨市 赤　沢　方　子
この句からむしろ「さあこれから」といった未来が感じられる。

文庫本栞挟みて年惜しむ 世田谷区 亀　山 久美子
本に喚起されたか、ふと一年を振り返る。来し方を諾っているようなとこ
ろがある。これも年の節目なればこその感慨である。

虹の橋秋から冬へ渡りけり 西那須野町 及　川　房　子
メルヘンに遊べばよい。原句「秋が冬へと」

茶にケーキささやか老のクリスマス 川崎市 山　田　　　茂
「ささやか」が「老」と響きあって静謐な句となっている。

佳　作

冬晴の山腹歩む影法師 蕨市 赤　沢　方　子
クリスマス扉のリース替りけり 府中市　 智　田　喜久雄
クリスマス大中小のたまて箱 習志野市 小　池　純　一
木枯は彼の一声夜深し 西那須野町 及　川　棟　雄
牡蠣そばの汁をすすりて母の顔 浦和市 谷　口　　　俊
子の見せし婚約指輪年暮るる 横浜市　　　　垂　石　征　一
積雪に遊びし吾子の頬楽し 足立区 山　住　眞　子
中庭の太極拳に雪降れり 北京市　　　　山　下　憲　博
澄みわたる夜空彩るクリスマス 江東区　 望　月　てる美

島根県西ノ島町後山牧



監修：農林水産省生産局畜産部　畜産振興課 
16年１月 

安心・安全は自給飼料から 平成16年度から、米政策改革大綱に基づいて従来の転作助成金が抜
本的に見直され、水田農業構造改革交付金として、地域自らの発想、
戦略で「産地づくり対策」を行うこととなりました。 

耕畜連携を進めよう 

転作田での飼料作物生産を進めるために 

産地づくり交付金の助成金にプラスアップ！ 

「1万3千円が上乗せされます」 
和牛の生産振興、酪農経営の安定化のためには、地域で生産した自給飼料を上手に活用するこ
とが大切です。耕畜連携を進めて転作田で飼料作物を生産した場合は、地域ごとに定める「産
地づくり交付金」からの助成金のほか、全国一律に行われる「耕畜連携推進対策」の助成金（10
アール当たり１万３千円）が交付されます。 

�耕畜連携推進対策の仕組み� 

�具体的な取組方法� 

認定農業者 
営農集団・コントラクターなどの 

「畜産農家」 

水田放牧の実施 

稲ＷＣＳ・わら専用稲 

堆肥の還元 

飼料作物の団地化 

団地化要件はありませんが、安定的な 
供給が出来るようにしましょう。 
中山間地や湿田にもお勧め！ 

要件は、のべ放牧日数90日以上。 
団地化要件はありませんので、 

中山間地にお勧め！ 

飼料作物を作付けした転作田への 
堆肥還元であることが条件 

散布量は10㌃当たり２㌧又は４立米以上 

要　　件 
都府県：２㌶の団地または１㌶２団地 
北海道：６㌶の団地または３㌶２団地 
（中山間地は面積がそれぞれ１／２） 

産地づくり交付金 

飼料作物を重点作物に 
位置付け！ 

（団地化要件等はありません） ※耕畜連携助成金の要件を理解した上で、作付計画をたてることが大事です。 
　例えば、「産地づくり交付金」には団地化要件がなくても、「１万３千円の上乗せ」を 
　もらうためには団地化する必要があります。 

地域水田農業推進協議会」が作る「地域水田農業ビジョン」に畜産の振興のための具体的な生産目標（肉用牛や乳用牛の 
飼養頭数、転作田での飼料作物作付面積など）、担い手への土地利用集積や耕畜連携の方法などを定めること 

「地域水田農業推進協議会」が作る「地域水田農業ビジョン」に畜産の振興のための具体的な生産目標（肉用牛や乳用牛の 
飼養頭数、転作田での飼料作物作付面積など）、担い手への土地利用集積や耕畜連携の方法などを定めること 

畜産農家自らが（農協などの肉用牛部会や酪農部会を通しても結構です）、地域の水田の利用状況を見て、自分の経営に 
利用できる方法（団地化や稲ホールクロップサイレージ、水田放牧、資源循環（堆肥還元）など）を提案すること 

畜産農家自らが（農協などの肉用牛部会や酪農部会を通しても結構です）、地域の水田の利用状況を見て、自分の経営に 
利用できる方法（団地化や稲ホールクロップサイレージ、水田放牧、資源循環（堆肥還元）など）を提案すること 

産地づくり交付金、耕畜連携助成金は実際の取組を行う農業者や集団等が受け取ることが原則。対象者を決めて、転作 
田での「飼料供給計画」、「放牧取組計画」、「資源循環計画など」を定め、「地域水田農業推進協議会」に提出すること 
産地づくり交付金、耕畜連携助成金は実際の取組を行う農業者や集団等が受け取ることが原則。対象者を決めて、転作 
田での「飼料供給計画」、「放牧取組計画」、「資源循環計画など」を定め、「地域水田農業推進協議会」に提出すること 

 

この資料の内容は16年１月現在です。今後、変更される可能性もあります。 
なお、詳しくは（社）日本草地畜産種子協会のホームページをご覧下さい。 



畜産の四つのキーワード 

は自給飼料の増産から 

社団法人　日本草地畜産種子協会 
（全国飼料増進戦略会議事務局） 
会　長　續　　　省　三　 

本所　〒104-0031　東京都中央区京橋1丁目19番8号（大野ビル）TEL03-3562-7032

安心・安全・安定・安価 

飼料作物優良種子の 
増殖・配布 

放 牧 の 推 進  放 牧 の 推 進  

社団法人　日本草地畜産種子協会

〒104－0031   東京都中央区京橋１丁目19番８号　大野ビル
電話　０３－３５６２－７０３２
FAX ０３－３５６２－１６５１
Ｅ-mail ：souchi＠group.lin.go.jp  
ホームページ　

社団法人日本草地畜産種子協会：http：//group.lin.go.jp/souchi/index.html 
ふれあい牧場：http://www.fureaibokujyo.jp/index.htm

草地管理指標（草地の管理作業編、草地の採草利用編）改訂発刊！

（社）日本草地畜産種子協会は草地管理についての技術必携書として農水省監修のもとに「草地管

理指標」を順次発刊してまいりましたが、このたび標記の書を新たに改訂発刊しました。

本書は（独）農業・生物系特定産業技術研究機構畜産草地研究所の小川家畜生産管理部長を主査

に又各専門分野のオーソリティを編集委員に委嘱して検討を加え、草地管理のうち、管理作業と採

草利用について編纂したものです。

この書を含め、下記の「販売書籍」欄に記された草地管理シリーズは、我が国の草地管理につい

ての技術指標を網羅したもので、草地管理に携わる技術者の必携の書であると同時に草地畜産を学

ぶ者の教科書としても使えるものです。関係者の方々は是非この機会にご購入下さい。

購入は下記要領で！

購入申し込みの際は、

1．郵便番号・住所

2．氏名

3．電話番号・FAX番号

4．書籍名・冊数

を明記の上、下記宛て郵送、FAX、E-mail にてご注文ください。送料は実費、但し10冊以上まとめ

て納品の場合は当協会が負担します。書籍送付時に請求書を同封しますのでお振り込みください。

申込先：社団法人　日本草地畜産種子協会

〒104-0031 東京都中央区京橋1－19－8 大野ビル3F

1－19－8 Kyobashi  Chuoku  Tokyo  Japan

FAX：03－3562－1651・1652 E-mail:souchi@group.lin.go.jp 


